
平成３０年 ６月２１日（木）第５２０号

ご意見は
こちらまで

建設産業においては、４週６休制度を採用している企業等が多くあります。建設関連企
業は担い手不足が深刻となってきていることから、休暇の日数増等により建設業の魅力
を高め、働きたい、働きたくなる産業としていくために、建設業に携わる関係者が一丸と
なって、県内の建設業の働き方改革の取り組みを推進していきます。

青森県内の行政機関（国土交通省東北地方整備局 青森県内事務所、青森県、青森
県内市町村）並びに建設業界団体（（一社）青森県建設業協会、青森県建設産業団体連

絡協議会）が連携し、6月23日(土)・7月28日(土)の二日間を『週休二日

制普及促進ＤＡＹ』として、県内の公共工事約２，１００件を対象に一斉に休む取
組みを行います。

いい仕事にこそ、休日は必要だ！

お問合せ先：国土交通省 青森河川国道事務所 〒０３０－０８２２ 青森市中央三丁目２０－３８
地域づくり相談室 TEL017-734-4529 FAX017-722-2577
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http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/info/index.html
http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/kisya/kisyah/images/70425_1.pdf

